
防府市内で屋外広告物を表示・設置される皆様へ

自家用広告物も許可が必要になりました

山口県屋外広告物条例の改正により、これまで許可不要であった自家用広告物にお
いても、禁止地域や許可地域に一定規模を超えるものを設置する場合は、許可が必要
となりました。

改正前から存在している自家用広告物も、許可が必要となります。

令和３年１０月１日から

「自家用広告物」とは

自己の氏名、名称、店名または商標、自己の事業や営業内容、取り扱う商品等を表示するため、
自己の住所、事業所、営業所、作業場等に表示する屋外広告物を「自家用広告物」といいます。

「自家用広告物」の例

許可が必要な自家用広告物

全ての自家用広告物の表示・設置に許可が必要ということではありません。
自家用広告物の表示・設置に許可が必要な場所（禁止地域・許可地域）が定められています。

禁止地域・許可地域の場所等の詳細は、裏面の『防府市屋外広告物規制図』をご覧ください。

許可を得るためには

お問い合わせ・申請窓口

防府市土木都市建設部都市計画課まちなみデザイン係
〒747-0801 防府市駅南町13-40 山口県防府総合庁舎別棟
TEL：0835-25-2153 FAX：0835-25-2218 E-mail：toshikei@city.hofu.yamaguchi.jp

申請書に関係書類を添えて、市都市計画課に提出してください。
なお、提出される前に、広告物の表示・設置予定場所、広告物の内容等について事前にご相談ください。
また、申請にあたっては、所定の手数料がかかります。

許可申請の流れ・申請に必要なもの・手数料等の詳細は、裏表紙をご覧ください。

（イメージ）

山口県屋外広告物条例の改正内容等の詳細は、山口県のホームページをご覧ください。
（防府市のホームページについては、裏表紙の下部をご覧ください。）

※本パンフレットは、主に自家用広告物について説明をしておりますが、規制地域においては、
自家用広告物以外の一般広告物を掲出する場合等も許可が必要となります。
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設置計画1
許可申請に必要なもの

許可期間満了後も引き続き
広告物を表示・設置するとき

更新許可申請
許可満了日の10日前まで

9

表示内容等を変更するとき

変更許可申請10

広告物を除却したとき

滅失届の提出11

禁止地域
表示面積の合計が
５㎡超の場合に許可が必要
（超えない場合は不要）

許可地域
表示面積の合計が
１０㎡超の場合に許可が必要
（超えない場合は不要）

許可期間・手数料 許可基準

申請書新 更 変 □

□

□

□

□

安全点検報告書 ※一部の広告物、新設物件は除く

管理者設置届 ※既に届出済の場合は除く

模写図（形状、寸法、色彩、意匠、構造、地上からの高さ等を示したもの）

新 更 変

新 更 変

新 変

新 見取図（表示・設置の場所を示したもの）

新 更 変 □ 点検関係資料

１．点検後の物件全体および各点検項目の状況がわかる写真

２．物件の補修等を行った場合はその前後の写真

３．点検を行った者の資格等を証する書類の写し

申請書等の様式は、市ホームページからダウンロードできます。

安全点検について

◦ 屋外広告物の設置者や管理者は、安全点検を行わなければなりま
せん。 ※はり紙、立看板、広告幕、気球広告、電柱等広告（直塗り・巻付け）等は除く

◦ 許可を得て設置するものは、専門知識を有する者による点検が必
要となります。

◦ 許可申請（更新・変更含む）を行うときは、提出３か月以内の点
検報告が必要となります。 ※新設物件は除く

専門知識を有する者

１．屋外広告士 ２．建築士（１級・２級） ３．特定建築物調査員

４．（公社）日本サイン協会および（一社）日本屋外広告業団体連合会が

実施する点検技能講習修了者

許可申請の流れ

自家用広告物の共通基準

１ 都市美を維持するため都市の環境に調和すること

２ 自然美に融和し周囲の景観をそこなわないこと

３ 危害防止上、次の①～③に該当すること

① 容易に破損または腐朽しない構造であること
② 容易に倒壊または落下しないよう堅固に設置

すること
③ 道路交通の安全を阻害しないこと

共通基準のほか、広告物の種類ごとに個別基準が
定められています。詳細については、山口県のホー
ムページで公開されている「屋外広告物のしおり」
をご覧いただくか、市都市計画課までお問い合わせ
ください。

自家用広告物の個別基準

山口県H P防府市H P

種　　類 許可期間 金　　額

はり紙 　　４００円

立看板 　　４００円

広告幕 　　６００円

気球広告 １，４００円

電柱・街灯柱を

利用するもの
　　３５０円

  　　　　　　１㎡未満 　　３００円

  　１㎡以上　２㎡未満 　　６００円

  　２㎡以上　５㎡未満 １，０００円

  　５㎡以上１０㎡未満 １，５５０円

  １０㎡以上２０㎡未満 ２，８５０円

  ２０㎡以上３０㎡未満 ４，７００円

  ３０㎡以上
１㎡増すごとに４５０円を

４，７００円に加算した額

その他の

屋外広告物

１月以内

１枚

　個

　基

　　１枚

　　　個

３年以内

※

はり札に

ついては

１年以内

単　　位

１００枚

　　１枚

　　１枚

　　１個

気球広告

野立て広告板

立看板

はり紙・はり札

壁面広告板・密着

壁面広告板・突出

屋上広告塔

広告幕

へい・かき広告

旗・のぼり

野立て広告塔



● 国・県指定文化財のうち知事が指定する地域（禁止地域）

① 大日古墳 ② 護国寺卒塔婆 ③ 萩往還 ④ 防府天満宮の石鳥居・大専坊跡
⑤ 周防国分寺金堂・旧境内・楼門 ⑥ 周防国衙跡 ⑦ 毛利氏庭園 ⑧ 敷山城跡
⑨ 阿弥陀寺湯屋 ⑩ 野村望東尼終焉の宅跡及び墓

防府市屋外広告物規制図

この図はおおむねの場所を示したものです。詳しくは、市都市計画課にお問い合わせください。

道路規制概略図 鉄道規制概略図凡 例 （禁止地域・許可地域について）

禁止地域・許可地域に一定規模を超える（※）自家用広告物を表示・設置するには、許可が必要です。

（※）禁止地域：表示面積の合計が5㎡を超えるもの 許可地域：表示面積の合計が10㎡を超えるもの

防府観光マスコット
キャラクター
「ぶっちー」

許可区間 許可区間
地図上緑で 地図上緑で
示した区間 示した区間

←―――→ ←―――→ ←―――→
↑ ↑ ↑ ↑

許可地域 一般道路 400m 一般道路 400m 許可地域 在来線 400m 在来線 400m

高速道路 500m 高速道路 500m 新幹線 500m 新幹線 500m
↓ ↓ ↓ ↓

↑ ↑ ↑ ↑

禁止地域 一般道路 100m 一般道路 100m 禁止地域 在来線 100m 在来線 100m

高速道路 500m 高速道路 500m 新幹線 500m 新幹線 500m
10m 許 可 地 域 ↓ 許 可 地 域 ↓ 許 可 地 域 ↓ ↓

指定道路 許可区間 許可区間 （フリー） 指定鉄道

10m 許 可 地 域 ↑ 許 可 地 域 ↑ 許 可 地 域 ↑ ↑

一般道路 100m ←―――→ 一般道路 100m 在来線 100m ←―――→ 在来線 100m

禁止地域 高速道路 500m 高速道路 500m 禁止地域 新幹線 500m 新幹線 500m
↓ ↓ ↓ ↓

↑ ↑ ↑ ↑

一般道路 400m 一般道路 400m 在来線 400m 在来線 400m

許可地域 高速道路 500m 高速道路 500m 許可地域 新幹線 500m 新幹線 500m
↓ ↓ ↓ ↓

家屋10戸以上

連たんの場合

は禁止地域・

許可地域から

除かれる

家屋10戸以上

連たんの場合

は許可区間と

なる

←―――――――――――――――――→

禁　　止　　区　　間

地図上赤で示した区間

禁　　止　　区　　間

指　　定　　区　　間

地図上青で示した区間

←―――――――――――――――→

禁止区間及び

許可区間から

除かれた区間

指　　定　　区　　間

湖沼のうち知事が指定する地域 禁止地域

指定湖沼の水際から200m以内 許可地域

知事が指定する駅前広場 禁止地域 （10戸以上連たん）

知事が指定する駅前広場の周囲10m以内 許可地域

国・県指定文化財のうち知事が指定する

地域
禁止地域

禁止地域

・指定道路の禁止区間において、道路に接続して家屋が10戸以上連たん

　している区間は、許可区間（道路から10mが許可地域）となります。

・指定鉄道において、鉄道に接続して家屋が10戸以上連たんしている場

　合は、禁止地域・許可地域から除かれます。

・10戸以上連たん区間は家屋の増減により変更となることがあります。

都市公園 禁止地域 全ての都市公園 知事が指定する鉄道

官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、

博物館、美術館、体育館、病院及び公衆

便所の建築物並びにその敷地

禁止地域

指定道路または指定鉄道

から展望できる地域

（右の規制概略図参照）

図中 ❶ ～ ➓ 知事が指定する道路

禁止区間

全てのもの

許可区間


